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【国土交通省】 

自動車登録関係 
 
【定員純減に向けた検討の方向】 

○ 自動車登録業務の全てを対象に、包括的な民間委託の実施又は非公務員型独立行政

法人へ移行すること。仮に、困難なものがある場合には、真に国家公務員をもって

充てるべき業務とそれ以外とを精査し、後者の業務を特定するとともに、最低限必

要な人員の規模を明らかにすること。 

 

【現時点における検討結果】 

  

１． 自動車の登録は、自動車に係る各種行政上の権利義務の明確化等のために必要な

情報を記録・管理する行政登録の目的をもっており、登録を受けなければ、自動車

を運行の用に供することはできないこととされている（法律上罰則の対象となる。

また、一定の場合はナンバーを取り上げることとなる）。このように、自動車の登録

は、国民の権利を直接に制限し義務を課すものであり、国が厳正に行う必要がある。 

 

２．また、自動車の登録は、自動車の取引の安全を確保するため、自動車の所有権を

公証するものであり、詐欺、盗難等による不正登録が行われないように、国という

最も信頼のある主体が、公正中立な立場で、厳正に所有権の所在を審査する必要が

ある。 

 

３．さらに、自動車の登録は、治安、徴税、不正輸出の防止など他の行政の遂行に必

要不可欠な情報を提供し、これらの行政当局と緊密な連絡調整を行うことで、こう

した行政の適確な遂行を支えている。このため、自動車の登録が適切に行われなけ

れば、治安、交通取り締まり、徴税、不正輸出の防止等といった各種行政の遂行に

支障が生ずるおそれがあり、自動車の登録については、これらの行政当局と連携を

図りながら、国が責任をもって業務を遂行する必要がある。 

 

４．また、自動車登録業務は、上記に述べたように厳正に審査を行いつつ、かつ即時

的に処理しなければならない業務であることから、申請の受理から登録・関係書類

の交付までを、職員が状況に応じて柔軟に連携しながらチームを組んで一体的、効

率的に処理を行っており、一部業務を切り出して、民間委託等を行うことはできな

い。 

 

５．さらに、自動車登録業務に携わる要員は、上述の登録業務以外にも、回送運行の

許可、職権抹消、警察からの捜査照会対応等の業務を行っており、これらの業務に

ついても、国民の権利義務に直接関わる行政行為等であり、また、関係機関との円

滑な連携という観点から、国自ら行うべき業務である。 

 

６．なお、自動車登録に関連する業務のうち、非裁量的・定型的な業務である印紙の

売りさばき、自動車登録番号標（ナンバープレート）の交付、封印の取り付けの業

務については、既に、道路運送車両法等に基づいて民間に委託している。 



自動車の登録制度について

１．自動車登録の意義・目的

○行政登録としての目的

自動車の保安基準適合性の確保、犯罪捜査、交通取締り、納税など自動車に係る各種行政上の
権利義務の明確化や社会秩序維持のために必要な情報を記録・管理すること。

○ 民事登録としての目的

自動車の取引の安全を確保するため、所有権の公証を行うこと。

●自動車は登録を受けなければ運行の用に供することができない（法律に基づく罰則あり）。

２．自動車登録の種類等

○登録を受けていない自動車（新車等）の新規登録（平成１６年度 ： ４９６．５万件）

○ 所有者の変更があった場合の移転登録（平成１６年度 ： ６１７．７万件）

○ 所有者の住所、氏名等に変更があった場合の変更登録（平成１６年度 ： １７９．４万件）

○ 自動車が滅失・解体した場合等の永久抹消登録（平成１６年度 ： ９．９万件）

○ 自動車を輸出した場合の輸出抹消登録（＊輸出予定日が１７年７月以降のものについて適用）

○自動車の使用を一時的にやめた場合の一時抹消登録（平成１６年度 ： ４８６．７万件）

○ 自動車登録ファイルに記録されている事項に関する証明書の交付（平成１６年度 ： ３２４．３万件）



３．上記２以外の自動車の登録制度を支える各種の登録関係業務

①回送運行許可業務
販売用自動車等の回送を業とする者が回送運行の許可を受ければ、登録を受けていない自動車でも運行可能と
されており（道路運送車両法第３６条の２）、運輸支局等において、年間約１０万件程度、申請に基づき回送運行許
可証及び回送運行許可番号標（ナンバープレート）を交付している。

②臨時運行許可業務
試運転の場合や登録・検査手続の回送等の場合は、臨時運行の許可を受ければ、登録を受けていない自動車
も運行可能とされており（道路運送車両法第３４条）、運輸支局等において、年間約５００件程度、申請に基づき臨
時運行許可証及び臨時運行許可番号標（ナンバープレート）を交付している。

④警察からの捜査照会対応
交通の取り締まりや犯罪捜査のために、自動車の登録情報について、警察から電話又は文書による情報提供
が求められており（年間約１万件超）、申請書類の確認、写しの作成・送付、登録情報の検索（一部不明の情報に
ついては、繰り返し検索等）等の対応を行っている。

③職権抹消
自動車が、解体・滅失等しているにもかかわらず、抹消登録を行わない者に対しては、国は、手続を行うべく催告
した後、職権で抹消登録することとされている（道路運送車両法第１５条第４項、第５項）。
具体的には、車検証の有効期間が切れて３年以上経過した自動車（毎年１００万台以上）について、自動車税の
課税確認、所有者に対する催告葉書の送付による現状確認等を行った上で、年間約１０数万件程度、職権で抹消
登録を行っている。

⑤自動車登録番号標交付代行者、封印取付受託者の指導・監督
自動車登録番号標（ナンバープレート）の交付及び封印の取り付けについては、それぞれ、自動車登録番号標交

付代行者、封印取付受託者に行わせているが、こうした者が適正に業務を行うよう国が指導・監督を行っている。

⑥各種相談業務
自動車の登録手続や上記業務に関して、一般の自動車ユーザーや事業者からの各種問い合わせ対応を行って

いる。



新たな自動車登録関係業務について
～抹消登録制度の改正〔平成１７年１月施行〕～

登
録
自
動
車

商
品
自
動
車
等
と
し
て
保
有

運行停止

一時抹消登録

（法第16条）

滅失、解体、用途廃止 永久抹消登録
（法第15条）

輸 出 輸出抹消登録
（法第15条の２）

輸出の届出
輸 出

中古新規登録

（法第16条第5項）

滅失、解体
用途廃止

解体等の届出
（法第16条第3項）

規定に違反
して必要な
届出がなさ
れていない
場合には、
国が届出を
なすべき旨
の催告等を
行うことが
できる。
(法第18条)

自動車重量税還付制度

自動車が適正に解体された場合には、永久抹消登録及び解体の届出の際に、自動車重量税の還付請求申請を行
うことができる。

※ は、平成１７年１月から施行された新たな業務



自動車の登録は、他の各種行政・制度を支えるものであり、相互に連携

自
動
車
登
録

保管場所の確保
（自動車の保管場所の確保等に関する法律）

自賠責保険の付保
（自動車損害賠償保障法）

自動車重量税の
税額認定及び納付
（自動車重量税法）

自動車リサイクル料金
の預託、適正な解体

（使用済自動車の再資源化等に関する法律）

確

認

登録情報提供

自動車安全環境行政への
活用
（国土交通省、都道府県）

盗難情報の提供

輸出予定証明書情報
により輸出許可

輸出の確認により
輸出抹消登録

犯罪の防止、犯罪の捜査
への活用

（警察庁）

不正輸出等の防止
（税 関）

自動車税の徴税
（都道府県）

登録情報提供

登録情報提供



自動車登録業務の実施体制

○ 全国で５２運輸支局等、３６自動車検査登録事務所において、９００人の
職員（平成１７年度末定員数。自動車検査登録事務所長を除く。）が自動
車登録業務に携わっている。

○ 一定の知識・経験を有すると認められる者を道路運送車両法に基づき、
自動車登録官として国土交通大臣が任命。

姫路自動車検査登録事務所

運輸支局

自動車検査登録事務所

地方運輸局本省 （全国で９箇所）

（５１箇所：兵庫陸運部を除く）

（３５箇所：姫路を除く）

神戸運輸監理部兵庫陸運部



挿入（昭和４２年以来推移）

自動車登録業務の主要業務指標と定員の推移
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＊平成１７年度の登録車両数及び主要登録業務量は推計値

＊昭和５６年度以前の要員数には、自動車検査登録事務所長を含む



登録関係業務要員数の推移

（単位：人）

年 度 Ｓ42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

人 数 841 880 913 914 1,052 1,066 1,102 1,141 1,167 1,192

（単位：人）

年 度 Ｓ52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

人 数 1,209 1,231 1,245 1,251 1,248 1,153 1,144 1,134 1,122 1,117

（単位：人）

年 度 Ｓ62 63 Ｈ1 2 3 4 5 6 7 8

人 数 1,111 1,109 1,110 1,106 1,105 1,099 1,095 1,092 1,092 1,088

（単位：人）

年 度 Ｈ9 10 11 12 13 14 15 16 17

人 数 1,080 1,071 1,063 1,056 1,040 987 953 939 900

※ 昭和56年度までは、自動車検査登録事務所長を含む。



自動車登録業務の主要業務指標と定員の推移
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＊平成１７年度の登録車両数及び主要登録業務量は推計値

＊　昭和５０年度の要員数には、自動車検査登録事務所長を含む

一人当たり年間登録
業務件数約15,000件

一人当たり年間登録
業務件数約23,000件

一人当たり年間登録
業務件数約10,000件



在職状況

実員数
１８歳以下
１９歳 1
２０歳 6
２１歳 11
２２歳 10
２３歳 14
２４歳 19
２５歳 22
２６歳 27
２７歳 28
２８歳 17
２９歳 32
３０歳 21
３１歳 43
３２歳 42
３３歳 39
３４歳 28
３５歳 23
３６歳 17
３７歳 18
３８歳 12
３９歳 13
４０歳 8
４１歳 12
４２歳 10
４３歳 17
４４歳 24
４５歳 24
４６歳 34
４７歳 38
４８歳 35
４９歳 22
５０歳 19
５１歳 25
５２歳 21
５３歳 38
５４歳 28
５５歳 19
５６歳 31
５７歳 18
５８歳 13
５９歳 8
６０歳 6
６１歳
６２歳
６３歳
６４歳
計 893

府省名 国土交通省
対象事業名 自動車登録
年 １８年



　　　　（注）自動車検査登録事務所長30人を除く。

実員数（平成１８年３月３１日現在）
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自動車登録関係業務の民間委託について

（国が行っている業務）

自動車検査登録
印紙の売りさばき

登録業務
自動車登録番号標
（ナンバープレート）

の交付
封印の取り付け

民間へ委託
民間へ委託 民間へ委託

上記以外の登録
関係業務

・回送運行許可業務
・臨時運行許可業務
・職権抹消
・警察からの捜査
照会対応

・各種相談業務
等



運輸支局（１０名程度）の登録業務の実例

一人の職員が複数の持ち場を兼任。

業務の状況に応じ他の持ち場を応援。

受

付

コンピュー
ター入力

審 査

交

付
兼 任

応 援

応 援

兼 任

兼 任

兼 任

警察対応、職権抹消登録、回送運行・臨時運行の許可、
封印取付受託者・標板交付代行者の指導・監督 等

※ 業務の状況に応じ登録関連業務（警察対応、職権抹消登録、回送運
行・臨時運行の許可等）に従事する者（ ）が応援することもある。



諸外国の自動車登録制度について

登録自動 年間処理 一人当り 所有権公
国 登録実施機関名 職員数 職員身分 業務実施体制

車台数 件数 処理件数 証の有無

国土交通省 ９００人 国家公務員 全国93箇所の運輸支局、自動車検査 5193万台 2115万件 2.28万件 あり

日 本 （Ministry of land, （H１７年度。自動車検査 登録事務所等において実施 2005年 (2005年) ／人・年（ ）

infrastructure and 登録事務所長を除く ）。

transport）

Vehicle Services 約４００人 州公務員 137箇所 1040万台 900万件 － あり

Department(VSD) （State (2004年) (2004年)

この外に運転免許関連業 official VSDの下部組織）

務を担当するDriver ・Metro Area Operations

アメリカ Services Department Office(９箇所)

ｲﾘﾉｲ州 （DSD）事務所において、 ・Downstate Field Services（ ）

VSD職員及びDSD職員が登 Center(11箇所)

録事務を実施（人数は推 DSDの下部組織

定1000人～1100人） ・Driver Services Facilities

(117箇所)

The Driver & Vehicle ６５３３人 国家公務員 Vehicle Registration Office 3298万台 1800万件 0.28万件 調査中

イギリス Licesing Agency(DVLA) （2005年） （Civil (VRO)･45箇所 2005年) (2005年) ／人・年（

servant）



登録自動 年間処理 一人当り 所有権公
国 登録実施機関名 職員数 職員身分 業務実施体制

車台数 件数 処理件数 証の有無

内務省（Ministere 約２０００人 国家公務員 全国250箇所の地方長官庁 5600万台 2300万件 1.15万件 あり

del'Interieur） （Governme （Préfectures）及び郡庁 (2004) (2004) ／人・年

※制度の企画立案は、運 nt Offici （sous-préfectures）の事務所

輸省(Ministere del' al）

フランス Equipement,Transport

et du Logement)の道路

交通安全局(Direction

dela securite et de la

）Circulation Routieres

○登録情報の管理 （調査中） 連邦公務員 本部(Flensburg) 6100万台 3600万台 あり

運輸建築都市開発省自動 （federal (2005)

車交通庁 government

Bundesministerium fur official）

Verkur,Bau und

ドイツ Stadtentwicklung

Kraftfahrt-Bundesamt

○登録業務 ３３８人 (2005) 連邦州公務 全国448箇所の自動車登録事務所(L 150万台 100万件 0.29万件

連邦州 (ベルリン州) 員(federal andesamt für Bürgerund Ordnungs (ベルリ (ベルリ ／人・年

state angelegen-heiten, ReferatKraftf ン州) ン州)

government ahrzeug-zulassung) (LABO)

official） ベルリン州は２箇所

（※ ・自動車の登録とともに他の業務も行っている場合もあるが、切り分けが困難であるため、単純な比較は必ずしも適切でない。）

・所有権の公証については、各国間で法制度がそれぞれ異なり定義付けが困難であるため、所有者のみが登録を受けることができるか否かで判断。



 

【定員純減に向けた検討の方向】 

○ 自動車保有関係手続のワンストップサービスが、平成 17 年 12 月から導入されてい

る（20 年までに全国展開）が、関係手続のＩＴの活用によるスリム化を推進するこ

と。 

 

【現時点における検討結果】 

 

１．自動車の検査・登録、車庫証明、自動車税等の納付といった自動車の保有に関係

する手続については、自動車ユーザーの利便性の向上等を図る観点から、オンライ

ンにより一括して申請できるワンストップサービス化（「自動車保有関係手続のワン

ストップサービス・システム」（ＯＳＳ））を推進しているところであり、昨年１２

月２６日から、一部地域（東京、神奈川、愛知、大阪の４都府県）において、一部

手続（新車新規登録手続）について導入されたところである。 

本年４月からは、埼玉、静岡の２県について対象地域を拡大することとしており、

今後、平成２０年を目標に、全国への地域拡大とともに、対象手続を移転登録・変

更登録など全手続に拡大することを目指している。 

 

２．今後、ＯＳＳの導入・普及状況を踏まえ、オンライン化される申請手続に係る一

連の事務処理等について業務の効率化を進めることとしている。 

 

３．しかしながら、ＯＳＳは、現在、上記１．で述べたように都道府県へ呼びかけを

行って地域の拡大を進めている途上であり、また、昨年末４都府県で稼働したが、

まだ稼働間もないことに加え、都道府県、都道府県警察、民間機関の多岐に渡るシ

ステムと連携したものであること、さらには、申請に際し必要となる住民基本台帳

カードによる公的個人認証の普及率が全国でＯ．１％弱にとどまるなど、商業登記

認証を含めた認証基盤の整備が十分でないことから、現時点において、ＯＳＳによ

る業務の効率化について定量的に算定することは困難である。 



自動車保有関係手続のワンストップサービス化の推進
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【定員純減に向けた検討の方向】 

○ その他、定員の大幅な純減に資する抜本的な見直しの方向 

 

【現時点における検討結果】 

    

１．昭和６０年度から平成１７年度までのこの２０年間を見ても、自動車の保有台

数は大幅に増加してきており、これに伴い自動車の登録業務も大きく増大してい

るが、自動車の登録業務については、必要最小限の要員で効率的に対応してきて

いるところである。 

  具体的には、昭和６０年度と平成１７年度を比較すると、自動車保有台数は４

６．０％増（１６．３百万台増）、新規登録等登録業務量は２６．７％増（４．

５百万件増）となっているが、登録関係要員数は▲１８．８％減（２１６人減）

となっている。 

 

２．また、平成１７年１月より、自動車リサイクル法の施行等に合わせ、自動車登

録制度が改正され、「登録時の自動車リサイクル料金の預託確認」などの業務が

追加されるとともに、さらに、「輸出抹消登録制度」、「自動車重量税の還付制度」

が創設されており、新たに業務が拡大されている。 

 

３．以上述べたような自動車登録業務の業務量の大幅な増大や拡大に、業務のシス

テム化等により最小限の要員で対応してきているところであり、既に最大限の業

務の効率化を図っているところである。 

 

 



自動車登録業務の主要業務指標と定員の推移
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登録業務の効率化に向けた取り組み
～ 登録業務の電子化・システム化 ～

昭和４０年代の急速なモータリゼーションの進展に伴う業務量の増加に対応するため、

業務の効率化を図る取組みとして、昭和４５年３月、当時としては画期的な入力方式である

マークシート申請書を採用し、国の機関の中でも先駆的と言われた自動車登録検査業務

電子情報処理システムを導入した。

具体的には 、従来運輸支局等で個々に管理していた自動車登録原簿を電子ファイルで

全国一元管理し、運輸支局等の端末機器と本省のセンター機器とをデータ伝送回線で接

続することによって、オンライン・リアルタイム方式により個々の登録業務を行うものである。

これまで４回のシステム更改を行ってきており、入力技術の飛躍的進歩を踏まえ、申請書

の記入方式にOCR（光学的文字読取装置）方式の導入、高速レーザープリンターの採用
等、ユーザー利便の向上に努めつつ、システムや機器の業務処理能力の向上による業務

の効率化を図ってきている。



新たな自動車登録関係業務について
～抹消登録制度の改正〔平成１７年１月施行〕～

登
録
自
動
車

商
品
自
動
車
等
と
し
て
保
有

運行停止

一時抹消登録

（法第16条）

滅失、解体、用途廃止 永久抹消登録
（法第15条）

輸 出 輸出抹消登録
（法第15条の２）

輸出の届出
輸 出

中古新規登録

（法第16条第5項）

滅失、解体
用途廃止

解体等の届出
（法第16条第3項）

規定に違反
して必要な
届出がなさ
れていない
場合には、
国が届出を
なすべき旨
の催告等を
行うことが
できる。
(法第18条)

自動車重量税還付制度

自動車が適正に解体された場合には、永久抹消登録及び解体の届出の際に、自動車重量税の還付請求申請を行
うことができる。

※ は、平成１７年１月から施行された新たな業務



自動車登録検査業務電子情報処理自動車登録検査業務電子情報処理システムシステム（ＭＯＴＡＳ）（ＭＯＴＡＳ）の概要の概要
運輸支局、自動車検査登録事務所では、自動車の新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録
等の自動車の登録業務を以下のようなシステムを利用して行っている。
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